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○川崎市表彰規程 

昭和12年６月１日規則第11号 

改正 

昭和35年６月８日規則第26号 

昭和44年５月20日規則第56号 

昭和57年５月18日規則第58号 

昭和58年６月24日規則第57号 

平成８年８月６日規則第60号 

平成18年８月28日規則第96号 

川崎市表彰規程 

第１条 次の各号のいずれかに該当する者は、本規程により市長これを表彰する。 

(１) 市特別職として12年以上その職にあった者で市長が別に定めるもの 

(２) 衆人の模範となる善行があった者 

(３) 教育、衛生、産業、自治、社会その他公益事業に尽すいし功績顕著な者 

(４) 市職員で20年以上及び30年以上勤続し勤務成績が優良な者 

(５) その他市長が表彰するに値すると認める者 

第２条 表彰は表彰状を授与する。ただし、記念品又は記念品料を加授することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、記念品又は記念品料を授与することに

より表彰することができる。 

第３条 表彰を受ける者は、表彰前死亡したときは、その表彰状又は記念品若しくは記念品料はこ

れを遺族に授与する。 

附 則 

本規程は、公布の日よりこれを施行し、大正13年７月１日以後において生じたる事実に付これを

適用する。 

附 則（昭和35年６月８日規則第26号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和44年５月20日規則第56号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和57年５月18日規則第58号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和58年６月24日規則第57号） 

（施行期日） 

１ この改正規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正規則施行の日前に改正前の規則第１条第４号の規定による15年以上勤続し勤務成績が

優良な者に係る表彰（以下「15年表彰」という。）を受けていない者（昭和57年７月１日におけ

る勤続年数が11年以上である者に限る。）の当該15年表彰については、なお従前の例による。 

３ この改正規則施行の日前に改正前の規則第１条第４号の規定による15年表彰を既に受けた者及

び前項の規定の適用を受ける者については、改正後の規則第１条第４号の規定による20年以上勤

続し勤務成績が優良な者に係る表彰は行わない。 

附 則（平成８年８月６日規則第60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年８月28日規則第96号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


